
（１）清涼飲料水

【販売品目】

① ： お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類などの缶・ビン・ペットボトル等密閉式の容器とすること（紙パックは除く）。

② ： お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類などの紙コップの容器とすること。

③ ： お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類などの紙パックの容器とすること。

 　※　清涼飲料水については、当該寸法（幅・奥行）の中に回収ＢＯＸを設置すること。

 　※　法令等の規定により許認可等を要する場合の販売は、当該許認可後とすること。

　 ※　自動販売機等の設置においては、コンセントひとつに対して、差込プラグをひとつとすること。

＜1＞消防庁舎（物件番号1）

消防本部庁舎 食堂内 京丹後市峰山町丹波826番地の1 1.90 ｍ 0.75 ｍ 1 台 ①

網野分署 食堂内 京丹後市網野町網野3030番地 1.10 ｍ 0.75 ｍ 1 台 ①

久美浜分署 食堂内 京丹後市久美浜町甲山1523番地の18 1.05 ｍ 0.75 ｍ 1 台 ①

竹野川分遣所 食堂内 京丹後市丹後町大山681番地の1 1.05 ｍ 0.75 ｍ 1 台 ①

＜2＞宇川診療所（物件番号3）

2 宇川診療所 玄関風除室 京丹後市丹後町久僧417番地 1.80 ｍ 0.90 ｍ 1 台 ① 24,000 円 あり 約　1,300 本

＜3＞かぶと山公園（物件番号4）

3 かぶと山公園 かぶと山公園倉庫前 京丹後市久美浜町2625番地 2.02 ｍ 1.05 ｍ 1 台 ① 36,000 円 なし 約　2,600 本
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本約 3,500あり1 60,000 円
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